
①情報提供
 申込書提出

②物件登録

情報提供申込者の中で
一定期間内に希望者が
いなかった場合、
市のホームページ等に
物件情報を掲載します。

上野原市役所 政策秘書課 杉本・加藤・吉岡
☎ 0554-62-3191  seisaku@city.uenohara.lg.jp

③情報提供
（メール又は郵送）
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利用希望者が複数人いる場合は
所有者が利用者を選びます。

引っ越し後は自治会の加入をお願い
します。家賃とは別に自治会費がか
かります。

契約方法は二種類。売買は間接契約
になります。間接契約は不動産業者
が定める仲介手数料がかかります。

空き家バンクは不動産業者が扱わ
ないような物件を扱っています。
山間部だったり修繕が必要だった
り、物が残っていたり･･･。

市役所で記入していただくか
メールまたは郵送で提出してくだ
さい。ご希望の詳細を聞くために
電話させてもらうことがあります。

注意点

直接

間接 不動産
会社       

 住宅、店舗、宅地を取り扱っています。契約は個人間か有資格者（不動産業者）の仲介によって実
施していただきます。申請書提出年度終了後２年間が有効期限です。

利用対象者：市外に在住の方又は市内転入後５年以内の方
      （リフォーム補助金の対象は２年以内の方になります）

空き家・空き店舗バンク利用の流れ

空き家
空き店舗
空き宅地


